
承認第２号の資料

「寒河江市市税条例の一部を改正する条例」の改正要旨

税目 条項 条例見出し 改正要旨 改正前 改正後

第２３条の２第１
項
※公益信託に関する
法律の施行日の翌年
の１月１日施行

寄附金税額控除
所得税法の規定の見直し
に伴う規定の整備

規定の整備

第４２条第２項 市民税の減免
職権による減免を可能と
する規定の追加

規定の追加

第４５条
　※R7.4.1施行

私立学校法の規定の見
直しに伴う規定の整備

規定の整備

第６１条第２項 固定資産税の減免
職権による減免を可能と
する規定の追加

規定の追加

第１１９条の３ 特別土地保有税の減免 規定の整備 規定の整備

第２条の３の２
　※公益法人に関す
る法律の施行の日施
行

公益法人等に係る市民
税の課税の特例

規定を削除 規定を削除

第４条の６
令和６年度分の個人の
市民税の特別税額控除

令和６年度分の個人住
民税の特別税額控除に
係る規定の新設

規定の新設

第４条の７
令和６年度分の個人の
市民税の納税通知書に
関する特例

令和６年度分の個人住
民税の特別税額控除に
係る規定の新設

規定の新設

第４条の８

令和６年度分の公的年
金等に係る所得に係る
個人の市民税に関する
特例

令和６年度分の個人住
民税の特別税額控除に
係る規定の新設

規定の新設

第４条の９
令和７年度分の個人の
市民税の特別税額控除

令和７年度分の個人住
民税の特別税額控除に
係る規定の新設

規定の新設

第５条
肉用牛の売却による事
業所得に係る市民税の
課税の特例

法律改正にあわせて改正 規定の整備

第７条の２
法附則第15条第２項第
１号等の条例で定める
割合

法律改正にあわせて改正 規定の整備

第７条の３

新築住宅等に対する固
定資産税の減額の規定
の適用を受けようとす
る者がすべき申告

法律改正にあわせて改正 規定の整備

第８条

土地に対して課する令
和６年度から令和８年
度までの各年度分の固
定資産税の特例に関す
る用語の意義

法律改正にあわせて改正
令和３年度か
ら令和５年度

令和６年度か
ら令和８年度
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第８条の２
令和７年度又は令和８
年度における土地の価
格の特例

法律改正にあわせて改正
令和４年度又
は令和５年度

令和７年度又
は令和８年度

第９条

宅地等に対して課する
令和６年度から令和８
年度までの各年度分の
固定資産税の特例

法律改正にあわせて改正
令和３年度か
ら令和５年度

令和６年度か
ら令和８年度

第１０条

農地に対して課する令
和６年度から令和８年
度までの各年度分の固
定資産税の特例

法律改正にあわせて改正
令和３年度か
ら令和５年度

令和６年度か
ら令和８年度

第１２条
特別土地保有税の課税
の特例

法律改正にあわせて改正
令和３年度か
ら令和５年度

令和６年度か
ら令和８年度

第１３条の３
上場株式等に係る配当
所得等に係る市民税の
課税の特例

特別税額控除に関連して
読み替え規定の追加

規定の追加

第１３条の４
土地の譲渡等に係る事
業所得等に係る市民税
の課税の特例

特別税額控除に関連して
読み替え規定の追加

規定の追加

第１４条
長期譲渡所得に係る個
人の市民税の課税の特
例

特別税額控除に関連して
読み替え規定の追加

規定の追加

第１５条
短期譲渡所得に係る個
人の市民税の課税の特
例

特別税額控除に関連して
読み替え規定の追加

規定の追加

第１６条
一般株式等に係る譲渡
所得等に係る個人の市
民税の課税の特例

特別税額控除に関連して
読み替え規定の追加

規定の追加

第１７条
先物取引に係る雑所得
等に係る個人の市民税
の課税の特例

特別税額控除に関連して
読み替え規定の追加

規定の追加

第１７条の２

特例適用利子等及び特
例適用配当等に係る個
人の市民税の課税の特
例

特別税額控除に関連して
読み替え規定の追加

規定の追加

第１７条の３

条約適用利子等及び条
約適用配当等に係る個
人の市民税の課税の特
例

特別税額控除に関連して
読み替え規定の追加

規定の追加


